
質問の要旨 回答 

・入居している方への説明は、いつ頃行えばよいのか。 

・採択されますと、利用料金やサービスの利用体系が変わります。

そのため、採択後にトラブル等が起こらないよう、採択された場

合に利用料金やサービス体系等が変更になることについて、転換

協議書提出までに説明をお願いします。 

・採択後に辞退されますと、今後市が行う公募に一定期間応募でき

なくなりますのでご注意ください。 

・現時点で要件を満たす事業所を、他のＢ法人から引き受ける予定

があるＡ法人であるが、その場合、Ａ法人から応募はできるのか。

・ご質問の場合、Ａ法人からの応募はできません。応募できるのは、

要件を満たす事業所を運営している法人に限ります。 

 


